
第 2子以降学校給食費無償化等事業 

 
   

 

１．学校給食費無償化等の申請について 
 

申請書の提出先はどこですか？    

 

現在、通学しているお子さまがいる場合は、学校へ提出してください。 

これから入学されるお子さまの場合は、同封してある返信用封筒にて提 

出してください。直接給食センターまでお持ちいただいても申請できま 

す。 

    

    申請書を紛失してしまいました。どこで入手できますか？ 

 

申請書は市ホームページでもダウンロードできるほか、ご連絡いただけ

ればご自宅に郵送いたします。 

    

藤岡市に住民登録はありますが、子どもは市外の小中学校や私立に在学

していますが申請できますか？ 

 

第 2子以降であれば補助金の交付対象となります。藤岡市の給食費相当 

額を令和 6年 3月末頃に指定口座にお振込みしますので、申請書に必要 

事項を記入の上、口座の写しと一緒に提出してください。 

     

給食費を滞納していますが、申請できますか？ 

 

申請はできますが、「給食費に滞納がないこと」が要件となります。 

滞納がある場合は、全額お支払いいただくか、分納の約束をしていただく 

ことで認定されることがあります。分納の約束をしていても、お支払いが 

滞っている場合は認定されませんのでご注意ください。 

 

生活保護費や就学援助費から給食費の援助を受けている場合、無償化の 

申請は必要ですか？ 

 

国や県、市などから給食費の全額分の援助を受けている場合、無償化等の 

対象となりません。一部のみ援助を受けている場合、給食費から援助分 

を引いた差額が無償化等の対象となりますので申請してください。 

よくある質問のご案内 
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親は市外在住ですが、子どもは藤岡市在住の祖父母が面倒を見ており、 

祖父母の家から通学しています。無償化等の対象となりますか？ 

 
お子さんが藤岡市内に住民登録がある場合、対象となります。 

 
アレルギーで子どもが給食を食べていない場合、どうなりますか？ 

 
第 2子以降であれば補助金の交付対象となりますので、申請してくださ 

い。 

 
 
 
 
２．住所・氏名・通学先の学校などが変更した場合について 

 

現在の住所が藤岡市ではありません。4月に藤岡市に転入予定ですが申請 

できますか？ 

 

申請できます。ただし、藤岡市へ転入後の判定となりますので、転入日に 

よっては翌月以降からの決定となる場合があります。 

 

 藤岡市内から、6月に藤岡市の別の住所に引っ越します。申請はどちらの 

住所で記入すればよいですか？ 

 

現住所での記入をお願いします。申請後に引っ越した場合、変更届の提出 

が必要となります。様式は市ホームページでもダウンロードできるほか、 

ご連絡いただければご自宅に郵送いたします。 

 

転校で通学する学校（市内）が変わった場合、新しい手続きは必要です 

か？また、申請した後、世帯状況（転出や苗字、子どもの人数など）に変 

更があった場合、何か手続きはありますか？ 

 

変更届の提出が必要となります。様式は、市ホームページでもダウンロー 

ドできるほか、ご連絡いただければご自宅に郵送いたします。 
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３．全般 
 

第 1子が結婚し、別の世帯（世帯分離）となりました。そのため、世帯で 

小中学校に通学しているのは第 2子と第 3子しかいません。子ども 3人 

とも同じ世帯にいないと対象になりませんか？ 

 

3人とも同じ世帯にいなくても第 2子以降であれば無償化等の対象とな 

ります。なお、申請内容によって、お子さんの状況を確認するため、必要 

な書類を求めることがあります。 

 

第 2子（第 3子）と一緒に藤岡市へ転入してきました。子どもは 1人し 

かいませんが、対象となりますか？ 

 

第 2子以降であれば無償化等の対象となります。なお、申請内容によっ 

て、お子さんの状況を確認するため、必要な書類を求めることがあります。 

 

  申請書には子ども（未就学児含む）全員分を記入するのでしょうか？ 

 

4月 2日時点の状況でお子さんすべて記入をお願いします。お手元に複数 

枚申請書をお持ちの場合、1世帯 1枚に申請書をまとめての提出をお願い 

します。 

 

  子どもが 1人しかいませんが、学校から申請書を持ち帰ってきました。 

申請は必要ですか？ 

 

  申請は不要です。第 2子以降のお子さんが無償化等の対象となりますの 

で、1人の場合は対象となりません。申請漏れを防ぐため、全員に配布し 

ております。 

 

申請をするのを忘れていました。遡って申請はできますか。 

 

 指定された期日までに申請がない場合、対象外となります。必ず期日まで 

に申請をしてくだい。 

 

 

【学校給食費無償化事業に関するお問い合わせ先】 

 藤岡市教育委員会 学校給食センター 給食管理係 TEL 0274-23-8998 

  

毎日の給食や食育情報は Instagramでも発信しております。 
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対象となる児童生徒 

例１ 市内の小中学校に通学している家庭 

 

 

 

 

 

第１子 中学３年   第２子 小学５年   第３子 小学１年 

 

例２ 第１子が成人しており、第２子が市内の中学校に通学している家庭 

 

 

 

 

 

 第１子 成人（別世帯）   第２子 中学１年生 

 

例３ 市外の小中学校に通学している場合（保護者及び児童生徒とも藤岡市に住民登録

がある） 

 

 

 

 

 

第１子 中学２年   第２子 中学１年   第３子 小学３年 

           （市外公立中学校）  （市外私立小学校） 

※保護者及び児童生徒とも藤岡市に住民登録がない場合は、対象とはなりません。 

 

例４ 家庭の事情により、別々で暮らしている場合 

 

 

 

 

 

 第１子 小学６年（母親）  第２子 小学５年（母親） 第３子 小学４年（父親） 


